
令和６年３月 12 日 
 
 

地域路線網に属する高速道路の変更 
 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第３項の独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構が指定する高速道路について、令和６年３月 12日からその一部

を次のとおり変更する。 
 
変更前 
地域路線網の名称 当該地域路線網に属する高速道路 
阪神高速道路のう

ち阪神圏に係る地

域路線網 

大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、大阪府道高速大阪

東大阪線、大阪府道高速大阪松原線、大阪府道高速大阪堺線、大阪府道

高速大阪西宮線、大阪府道高速湾岸線、大阪府道高速大和川線、大阪市

道高速道路森小路線、大阪市道高速道路西大阪線、大阪市道高速道路淀

川左岸線、兵庫県道高速大阪池田線、兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県

道高速大阪西宮線、兵庫県道高速湾岸線、神戸市道高速道路２号線、兵

庫県道高速北神戸線、神戸市道高速道路北神戸線、神戸市道高速道路湾

岸線のうち上り線については神戸市垂水区名谷町字入野から同区名谷

町字権行司１１８３番２までの区間及び下り線については同区名谷町

字入野から同区下畑町字松山１７７５番２までの区間、神戸市道生田

川箕谷線、一般国道１号のうち大阪市鶴見区緑地公園５６６番から同

市北区豊崎六丁目１０２番までの区間、一般国道２号のうち神戸市東

灘区向洋町東一丁目１番２８から同市長田区西尻池町五丁目２番まで

の区間及び一般国道１６３号のうち東大阪市荒本北三丁目１７１５番

４から東大阪市西石切町五丁目１９１番３までの区間 

 
変更後 
地域路線網の名称 当該地域路線網に属する高速道路 
阪神高速道路のう

ち阪神圏に係る地

域路線網 

大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、大阪府道高速大阪

東大阪線、大阪府道高速大阪松原線、大阪府道高速大阪堺線、大阪府道

高速大阪西宮線、大阪府道高速湾岸線、大阪府道高速大和川線、大阪市

道高速道路森小路線、大阪市道高速道路西大阪線、大阪市道高速道路淀

川左岸線、兵庫県道高速大阪池田線、兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県

道高速大阪西宮線、兵庫県道高速湾岸線、神戸市道高速道路２号線、兵

庫県道高速北神戸線、神戸市道高速道路北神戸線、神戸市道高速道路湾



岸線のうち上り線については神戸市垂水区名谷町字入野から同区名谷

町字権行司１１８３番２までの区間及び下り線については同区名谷町

字入野から同区下畑町字松山１７７５番２までの区間、神戸市道生田

川箕谷線、一般国道１号のうち大阪市鶴見区緑地公園５６６番から同

市北区豊崎六丁目１０２番までの区間、一般国道２号のうち神戸市東

灘区向洋町東一丁目１番２８から同市長田区西尻池町五丁目２番まで

の区間、一般国道４３号のうち西宮市今津社前町２７番から同市西宮

浜二丁目４０番１３までの区間及び一般国道１６３号のうち東大阪市

荒本北三丁目１７１５番４から東大阪市西石切町五丁目１９１番３ま

での区間 

 
 


